
 新旧対照表 

 

令和４年４月 制定 

旧 新 

江別市後見実施機関運営方針 

 

 江別市後見実施機関            運営方針は、「江別市後見実施

機関の設置及び事業の実施に関する要綱（平成２９年１１月１日施行）」に基づ

き後見実施機関を設置するにあたり、後見実施機関の運営上の考え方や事業実施

の方針を明確にすることで、後見実施機関の効果的かつ円滑な運営に資すること

を目的に策定する。 

 

１．後見実施機関設置の趣旨 

  高齢化による認知症高齢者の増加や障がいのある方の地域生活への移行が

進む中、認知症や知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が十分でない人

が住み慣れた地域で安心して暮らすため、市民が成年後見制度を適切に利用で

きるよう支援するとともに、成年後見制度の必要性の高まりに対し、親族や専

門職だけでなく、市民が後見業務の新たな担い手として活動できるよう、市民

後見人の育成及び活動支援等を図るために後見実施機関を設置する。 

 

２．後見実施機関の運営 

（１）委託設置   

   成年後見制度による支援の性質を考慮し、後見実施機関は、       

    権利擁護活動や地域福祉活動を専門的に行っている団体に委託して設

置する。 

（２）事業計画の策定 

   後見実施機関設置の委託を受けた団体（以下「受託団体」という。）は、

毎年度、後見実施機関の業務に関する事業計画を策定し、市に提出する。 

（３）業務の記録 

   受託団体は、後見実施機関の業務の実施状況及び後見支援員の活動状況等

を適切に記録するとともに、市が必要と認める場合は、当該記録を市に提出

する。 

（４）実績報告 

   受託団体は、後見実施機関の業務の実施状況をとりまとめ、月毎に所定の

方法により市に報告する。 

江別市成年後見制度利用促進に係る中核機関の運営方針（案） 

 

 江別市成年後見制度利用促進に係る中核機関の運営方針は、「江別市成年後見

制度利用促進に係る中核機関設置要綱（令和４年３月８日施行）」   に基づ

き中核機関  を設置するにあたり、中核機関  の運営上の考え方や事業実施

の方針を明確にすることで、中核機関  の効果的かつ円滑な運営に資すること

を目的に策定する。 

 

１．中核機関  設置の趣旨 

江別市成年後見制度利用促進基本計画に基づき、             

     認知症、知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が十分でない人

が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、成年後見制度の適切な

利用その他権利擁護に係る支援のため、成年後見制度利用促進に係る中核機関 

                                     

                          を設置する。 

 

２．中核機関  の運営 

（１）設置及び運営 

設置主体は江別市とし、事業の運営は前条の中核機関設置の趣旨に基づ

き、権利擁護活動や地域福祉活動を専門的に行っている団体に委託     

   する。 

（２）事業計画の策定 

   中核機関  設置の委託を受けた団体（以下「受託団体」という。）は、

毎年度、中核機関  の業務に関する事業計画を策定し、市に提出する。 

（３）業務の記録 

   受託団体は、中核機関  の業務の実施状況            等

を適切に記録するとともに、市が必要と認める場合は、当該記録を市に提出

する。 

（４）実績報告 

   受託団体は、中核機関  の業務の実施状況をとりまとめ、月毎に所定の

方法により市に報告する。 

資料４ 



 

（５）業務の見直し・改善 

   受託団体は、より適切な支援の実現を図るため、自らの業務の実施状況を

随時評価し、業務の見直し・改善に努めるものとする。 

 

３．後見実施機関の業務 

（１）普及啓発 

   成年後見制度の利用を必要とする人が早期に発見され、適切に制度利用に

結びつくよう、市民向けリーフレットの作成や講演会の開催、判断能力が十

分でない人に接する機会が多い民生委員や自治会、福祉・医療関係者等を対

象とした研修会の実施など、様々な方法により制度や相談支援窓口に対する

市民の認知度の向上を図る。 

（２）相談対応及び利用支援 

   制度利用を必要とする人や支援者に対する相談対応や、申立書及び手続書

類の作成に関する助言などの利用支援を行う。 

   相談対応等の対象は、市長申立案件に限定せず、親族後見や任意後見を含

め、できるだけ幅広く対応するとともに、必要な場合は、適切に専門職や関

係団体に引き継ぐこととする。                        

                                    

               

（３）関係機関等との連携 

   成年後見に関する専門的な相談や利用支援に対応するため、家庭裁判所を

始めとした関係機関及び専門職等との密接な連携及び情報共有を図り、適切

かつ円滑な制度利用につなげる。 

（４）市民後見人の育成・  支援 

   後見業務の担い手として活動する市民のすそ野を広げ、また市民が後見業

務を安心して実施できるよう、市民後見人養成講座の開催や定期的な研修の

実施、市民後見人等の活動に対する     助言・指導、市民後見人等と

専門職や関係団体との連携及び調整などを通じて、市民後見人の育成・  

支援を行う。 

（５）市民後見人候補者の登録・管理 

   市民後見人の円滑な受任を支援するため、市民後見人候補者の名簿を登

録・管理し、追加や脱退等がある場合は、遅滞なく更新する。 

   また、登録された市民後見人候補者が受託団体による法人受任に係る後見 

支援員として活動する場合、市民後見人候補者の資質や適性等に見合った内

容になるとともに、特定の市民後見人候補者に業務が集中しないよう、適正 

 

（５）業務の見直し・改善 

   受託団体は、より適切な支援の実現を図るため、自らの業務の実施状況を

随時評価し、業務の見直し・改善に努めるものとする。 

 

３．中核機関  の業務 

（１）普及啓発 

成年後見制度の利用を必要とする人が早期に発見され、適切に制度利用に

結びつくよう、市民向けリーフレットの作成や講演会の開催、判断能力が十

分でない人に接する機会が多い民生委員や自治会、福祉・医療関係者等を対

象とした研修会の実施など、様々な方法により制度や相談支援窓口に対する

市民の認知度の向上を図る。 

（２）相談対応及び利用支援 

   制度利用を必要とする人や支援者に対する相談対応 、申立書及び手続書

類の作成に関する助言などの利用支援を行う。 

   相談対応等   は、            親族後見や任意後見を含

め、できるだけ幅広く対応することとする。 

また、成年後見制度に関する相談や成年後見制度の適切かつ円滑な利用に

つなげるため、地域包括支援センターなどの相談支援機関及び専門職等との

密接な連携及び情報共有を図る。 

 

 

 

 

（３）市民後見人の育成・活動支援 

   後見業務の担い手として活動する市民のすそ野を広げ、また市民が後見業

務を安心して実施できるよう、市民後見人養成講座の開催や定期的な研修の

実施、市民後見人 の活動状況の把握と適切な助言・指導、市民後見人 と

専門職や関係団体との連携及び調整などを通じて、市民後見人の育成・活動

支援を行う。 

（４）市民後見人候補者の登録・管理 

   市民後見人の円滑な受任を支援するため、市民後見人候補者の名簿を登

録・管理し、追加や脱退等がある場合は、遅滞なく更新する。  

                                     

                                                                        

                                                                        



 

な運用に努める。 

（６）受任調整 

   後見実施機関が利用支援を行う案件について、ケース検討会議等の結果、

受託団体又は市民後見人候補者が後見人、保佐人又は補助人（以下「成年後

見人等」という。）として受任することが必要と判断した場合、外部の有識

者により構成する受任調整会議を開催し、成年後見人等の受任調整を行う。 

    

   受任調整の対象は、当面は法定後見とし、任意後見は、法定後見の受任等

の実績を積み重ねたうえで検討する。 

   また、受託団体又は市民後見人候補者が受任する案件は、原則として、紛

争性がないこと、高額な財産を有しておらず日常の金銭管理が中心であるこ

と、身上保護に困難性がないことなどの条件を満たすものとするが、ほかに

適切な支援が得られない場合など、受任調整会議での検討を経たうえで柔軟

に判断する。 

   なお、受任調整の結果、親族又は専門職等による受任が適当と判断された

場合は、成年後見人等の受任候補者に対して迅速かつ適切に引き継ぐものと

する。 

（７）成年後見人等の推薦 

   前項の受任調整会議の結果を受けて、後見実施機関は、家庭裁判所に対し

て、成年後見人等の候補者の推薦を行う。 

   また、受託団体及び市民後見人候補者以外の専門職等の推薦は、受任調整

の結果、特に必要と認めた場合に行う。                 

                                     

       

（８）市民後見人の業務管理 

   市民後見の適正な実施を確保するために、市民後見人が作成する活動報告

書の確認など、家庭裁判所と協議のうえ、必要とされる市民後見人の業務管

理を行う。 

（追加） 

                                     

                                     

                                     

                                     

                        

 

     

           

（５）受任調整 

   中核機関  が利用支援を行う案件において、後見人、保佐人又は補助人

（以下「成年後見人等」という。）の受任候補者が決定していない場合、     

                              外部の有識

者等により構成する受任調整会議を開催し、成年後見人等の受任調整を行

う。 

                                     

                    

                                                                     

                                     

                                     

                                     

         

                                     

                                     

      

（６）成年後見人等の推薦 

   前項の受任調整会議の結果を受けて、中核機関  は家庭裁判所に対し

て、成年後見人等の候補者の推薦を行う。 

候補者の対象は、専門職及び法人並びに市民後見人とする。 

また、より適切な成年後見人等の選任に寄与するため、候補者の推薦と合

わせ、支援対象者の状況や必要な支援内容等について家庭裁判所へ情報を提

供する。 

 

 

 

 

（７）成年後見人等への支援 

   親族後見人をはじめとした成年後見人等が安心して適切に後見活動に取 

り組めるよう、相談支援窓口を明確化するとともに、成年被後見人等や成年

後見人等を支援する身近な「支援チーム」結成の支援・調整を行う。 

   また、成年後見人等を支援する中で不適切な後見事務が確認された場合に

は、家庭裁判所等と連携し、迅速に対応する。 

 



 

（追加） 

                                     

                                     

                                     

                              

（追加） 

                                     

                                     

            

（９）その他 

   前記（１）～（８）のほか、成年後見制度の利用支援に関し必要な事業を

実施する。 

 

４．市民後見人等の業務 

  市民後見人及び受託団体における法人受任に係る後見支援員（以下「市民後

見人等」という。）の業務は、主に次のとおりとする。 

  なお、実際の業務実施にあたっては、後見実施機関等による適切な指導・監

督のもと、後見の類型及び被後見人等の実情に応じた範囲で行う。 

（１）財産管理 

   原則として、重要財産の処分等の専門性を伴う業務は受託団体等が対応す

ることとし、市民後見人等は、次に掲げる日常的な生活費等に関する事務を

行う。 

  ① 預貯金の管理 

  ② 定期的な収入の受領及び費用の支払い 

  ③ 生活費の交付、日常生活用品の購入等 

  ④ 金融機関への届出 

（２）身上保護 

   市民後見人等は、定期的な訪問などを通じて支援対象者の状況を把握し、

次の事務を行う。 

   なお、医療行為への同意や保証人になることなど、本来の後見業務の範疇

を超える依頼を受けた場合、必要に応じて後見実施機関等が依頼者との折衝 

にあたるなど、市民後見人等を適切に支援する。 

  ① 定期的な訪問と見守り 

  ② 介護及び福祉に関すること 

③ 医療に関すること 

 

（８）地域連携ネットワークの構築 

   権利擁護支援の必要な人の発見・支援、早期の段階からの相談・対応体制

の整備、意思決定支援・身上保護を重視した成年後見制度の運用に資するた

め、家庭裁判所及び成年後見制度に関わる専門職団体や関係機関、地域の関

係者等と連携する地域連携ネットワークを構築・活用する。 

（９）家庭裁判所との連携 

   中核機関の運営には、成年後見制度の運用を担う家庭裁判所との連携が不

可欠であることから、中核機関は家庭裁判所との密接な連携体制及び信頼関

係の構築に努める。 

（10）その他 

   前記（１）～（９）のほか、成年後見制度の利用促進に関し必要な事業を

実施する。 

 

削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

④ 住まいに関すること 

  ⑤ 生きがいや教育に関すること 

  ⑥ 公的機関等への各種手続き 

（３）死後事務 

   被後見人等が死亡した場合は、原則として後見等の業務を終了し、適切に

親族等に事務を引き継ぐものとする。 

   ただし、成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の

一部を改正する法律（平成 28 年 10 月施行）を踏まえ、引き継ぐ親族等がい

ない場合などにおいて、法に定める範囲で死後事務を行うことができるもの

とし、その場合は、後見実施機関等は、市と連携のうえ、市民後見人等に対

する相談対応や支援等を行う。 

 

５．市民後見人等の報酬等 

（１）市民後見人の報酬等 

   市民後見は、福祉及び社会貢献の理念に基づき行われるものであるが、報

酬付与は、被後見人の実情や後見の活動内容に応じて家庭裁判所が判断する

ものであることから、後見実施機関は、市民後見人による報酬付与の申立を

妨げず、また、必要に応じて市民後見人による適切な報酬付与の申立を支援

する。 

（２）受託団体による法人受任に係る報酬等 

   前項と同様の理由により、受託団体による法人受任についても受託団体に

よる申立を妨げない。 

   ただし、受託団体が得る後見報酬は、その趣旨に鑑み、成年後見制度の利

用支援に活用されることが望ましいことから、受託団体の他の事業と区分し 

て管理されることを前提とする。 

（３）後見支援員への謝金 

   後見支援員が安心して活動できるようにするとともに、その活動意欲を維 

持するには、後見支援員の負担に対して、過度にならない程度の謝金等を支 

払うことが適当と考えられることから、後見支援員への謝金等に関する一定 

の基準を定めて運用する。 

 

６．その他後見実施機関の運営に関して必要な事項 

（１）組織的な体制整備 

   後見実施機関は、制度利用が必要な人やその親族等支援者のみならず、地

域包括支援センターや障がい者支援センターなどの専門機関に対する相 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．その他中核機関  の運営に関して必要な事項 

（１）組織的な体制整備 

   中核機関  は、制度利用が必要な人やその親族等支援者のみならず、地

域包括支援センターや障がい者支援センターなどの専門機関に対する相 



 

談・支援機能を発揮することが求められることから、専門的な相談に対応で

きる人員を配置するとともに、業務知識や手順等の明確化・共有化に努め、

安定的な支援体制を組織的に整備する。 

   また、市民後見人候補者又は受託団体が後見人として選任されるために

は、家庭裁判所から信頼を得る必要があることから、後見実施機関の機能や

組織体制等が家庭裁判所に理解されるよう密接な連携に努める。 

（２）成年後見  に関する各種支援制度等の活用 

   親族の有無や経済的な事情等により、成年後見制度等の利用に支障がある

対象者に対し、市長申立制度や成年後見  利用支援制度など、各種の支援

制度を活用して適切な利用に結びつくよう努める。 

   また、各種支援制度の円滑な利用のため、審査・手続に必要な情報提供や

書類作成の支援など、市を始めとした関係機関との密接な連携を図る。 

（３）成年後見  以外の権利擁護・福祉事業等との連携 

   江別市社会福祉協議会が運営する日常生活自立支援事業や生活困窮者自

立支援事業などの各種事業や、市や地域包括支援センター         

   などの各種関係機関が実施・運営する権利擁護や福祉に係る取組みな

ど、様々な支援制度等との連携により、総合的な支援の実施に努める。 

（４）事故等の防止及び事故等発生時の対応 

   後見実施機関の職員、市民後見人及び後見支援員が常に高い倫理観を保持

して職務に取り組むよう綿密な指導や体制整備に努め、また、業務の相互チ

ェックや監督等に関する適切な仕組みを構築・運用し、事故等の発生を防ぐ

よう努める。 

   また、万が一、事故等が発生したときは、市を始めとした関係機関に遅滞

なく報告するとともに、被害の回復や再発防止等に向けた適切な措置を講じ

る。 

（５）情報管理 

   市民後見人の登録・管理及び支援対象者の相談・支援等を通じて得た個人

情報等について、個人情報保護法その他関係法令に従い適切に管理する。 

 

談・支援機能を発揮することが求められることから、専門的な相談に対応で 

きる人員を配置するとともに、業務知識や手順等の明確化・共有化に努め、

安定的な支援体制を組織的に整備する。 

                                     

                                     

                                

（２）成年後見制度に関する各種支援事業等の活用 

   親族の有無や経済的な事情等により、成年後見制度 の利用に支障がある

対象者に対し、市長申立  や成年後見制度利用支援事業など、各種 支援

事業を活用して適切な利用に結びつくよう努める。 

   また、各種支援事業の円滑な利用のため、審査・手続に必要な情報提供や

書類作成の支援など、市を始めとした関係機関との密接な連携を図る。 

（３）成年後見制度以外の権利擁護・福祉事業等との連携 

   江別市社会福祉協議会が運営する日常生活自立支援事業や生活困窮者自

立支援事業などの各種事業や、市や地域包括支援センター、障がい者支援セ

ンターなどの各種関係機関が実施・運営する権利擁護や福祉に係る取組 な

ど、様々な支援制度等との連携により、総合的な支援の実施に努める。 

（４）事故等の防止及び事故等発生時の対応 

   中核機関  の職員、            が常に高い倫理観を保持

して職務に取り組むよう綿密な指導や体制整備に努め、また、業務の相互チ

ェックや監督等に関する適切な仕組みを構築・運用し、事故等の発生を防ぐ

よう努める。 

   また、万が一、事故等が発生したときは、市を始めとした関係機関に遅滞

なく報告するとともに、被害の回復や再発防止等に向けた適切な措置を講じ

る。 

（５）情報管理 

   市民後見人の登録・管理及び支援対象者の相談・支援等を通じて得た個人

情報等について、個人情報保護法その他関係法令に従い適切に管理する。 

 

 


